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不動産の売買契約にࡍし、対不動産にお
いて「事件・事故」等はなかったかとの買主
の質問に対し、売主が約７年前にڧ౪殺人事
件があったことを告知しなかったことは不法
行為にあたるとした、買主の売主に対する損
害賠償請求につき、ͦの一部が認容された事
例ʢਆ戸地ࡋ.ฏ28年７݄29日判ܾ.一部認
容.֬定.Τεトϩʔ・δϟύンʣ

1 　事案の概要

̭ʢ買主ɿ不動産業者ʣは、建物औյしޙ
స売をతとして、̮ ʢ売主ɿݸ人ʣとの間で、
ฏ25年12݄に本件不動産１ʢ地158.52 ・ʊ
建物Ԇ94.99ᶷʣを2275ສԁで、ฏ26年７
݄にಉ不動産にྡ接する本件不動産２ʢ地
139.30ᶷ・建物Ԇ107.31ᶷʣを3300ສԁで、
྆、ೖする売買契約を締結しߪ 不動産ʢҎ下、
本件不動産１及び本件不動産２を合Θせて

「本件不動産」とい͏ʣについて、ಉ年８݄
にܾ済を行い引しを受けたɻ

本件契約前において̭は、「本件不動産に
おいて、事件・事故等はなかったか」と̮に
質問し、̮はԿもないとえていたが、ܾ済
の２日ޙ、ۙྡ住ຽより、約８年前に本件不
動産্で̭のがڧ౪殺人のඃ害者となる
殺人事件があったことをฉき、新ฉ記事なͲ
でͦのことを֬認したɻ

ฏ26年９݄、̭は̮と໘談し、本件不動
産の適正ධՁֹと本件不動産の売買金ʢ計
5575ສԁʣとの間に2500ສԁの差ֹがあると
して、ಉֹのฦؐを求めたɻ̮はห࢜ޢと相

談するとしたが、ͦの̮ޙの行ํが不明とな
り、̭は̮と࿈བྷがऔれなくなったɻ

̭はࡋ判所に、本件売買金ֹと本件事件を
前ఏとした本件不動産の市場Ձֹとの差ֹ
2500ສԁ、Қँ料500ສԁ、ห࢜ޢ費用300ສ
ԁ、計3300ສԁの賠償を̮に求めఏ訴したɻ

訴ঢ়を受けऔった̮は、ห࢜ޢをたてͣ本
人で訴ুに対Ԡし「事件・事故について̭に
ਘͶられたことはないɻ事件や事故がىきた
不動産のՁ格が҆くなることは知らなかっ
たɻ」と主ுしたɻ

2 　判ܾの要ࢫ

判所は次のよ͏に判ࣔし、̭の請求を一ࡋ
部認容したɻͦの߇、ޙ訴はなされͣ本件判
ܾは֬定したɻ
１　告知義務違反・欺᠕行為について

証ڌ及びหのશझࢫによれ、̭は、̮
に対し、本件売買契約に先立ͪ、本件不動産
において事件や事故がൃ生していないかにつ
いてਘͶ、̮ がԿもないࢫのฦをしたこと、
ͦのため、本件売買契約にࡍして「物件ঢ়گ
֬認書ʢ告知書ʣ」の࡞खଓが࠾られなか
ったことが認められ、̭にਘͶられたことは
ないとする̮の主ுは࠾用できないɻ

売買不動産についてڧ౪殺人事件がൃ生し
ているか否かとい͏ใは、社会通೦্、売
買Ձֹに相当のӨڹを༩え、ͻいては売買契
約の否・内容をࠨӈするものであるɻ

本件事件のඃ害者のであり、本件事件
のଘࡏを知っていたと認められる̮は、本件

ͷ判例͔Βۙ࠷ ᾊʵࠂٛҧʵ

ചങ不動産ʹ͍ͭͯނࣄ݅ࣄの༗ແのങओ࣭ʹର͠ɺ�લの
ྫࣄҝ͕ೝΊΒΕͨߦ͠ͳ͔ͬͨചओʹ不๏ࠂΛ݅ࣄਓࡴ

（ਆށ地判 ฏ2�・�・29 エストϩー・ジϟύン）　中戸.康文
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売買契約を締結するにࡍし、̭に対して本件
事件を告知すき義務をෛっていたとい͏
きであり、̮が本件事件を告知しなかったこ
とは、̭に対する不法行為に該当するɻ

·た、̮は、事件や事故がىきた不動産の
Ձ格が҆くなることは知らなかったとも主ு
するが、事件や事故がىきた場合、ͦの事
Կによって、売買Ձֹに相当のӨڹを༩え
るであΖ͏ことは、社会の一ൠ通常人にとっ
て容қに定されることであり、Ծに、̮が
知らなかったとしても、̮が告知をせͣに適
正な市場Ձֹをえる売買金の支払を受け
たことについては、通常人を基४としてաࣦ
があるといΘ͟るをಘͣ、̮は不法行為責任
を免れることはできないɻ
２　損害について

̭ఏ出の不動産Ձ格査定ใ告書ʢ不動産業
者̖社࡞ʣによれ、本件事件を前ఏとし
た本件不動産のՁ格を3294ສԁと査定してい
ること、本件不動産を売却する場合には্記
査定ֹを্ճる4000ສԁで売却されるՄੑ
もあると認められることから、市場Ձֹとの
差ֹ損害は本件売買金ֹ計5575ԁと4000ສԁ
との差ֹ1575ສԁと認めるのが相当であるɻ

なお̭は、̭がݟ込Μでいた2500ສԁఔ
のస売ӹもྀߟすきと主ுするが、̭主ு
のస売ӹはͦの࣮֬ੑにしいとい͏֎な
く、·た、市場Ձֹとの差ֹが໋ͥられるこ
とにって一定のҚँがされるのが通常であ
るから、Қँ料を認めるのは相当ではないɻ

ห࢜ޢ費用は、本件事Ҋの内容、本件の৹
理ܦա、認容ֹ等にরらし、160ສԁをもっ
て相当と認めるɻ

Ҏ্により、̭の請求に݄1735ສԁおよび
Ԇ損害金の支払を求めるݶで認容するɻ

� 　まとΊ

本件とಉ͡よ͏な事Ҋとして、「స売を

తとする住地の売買において、売買の約８
年前にऔりյした建物内で殺人事件があった
ことが৺理త瑕疵にあたるとされた事例.大
、判.ฏ18・12・19.3&5*0.69�52」がありߴࡕ
ಉࡋ判所の「աڈଘࡏした建物でىきた殺人
事件につき、約８年Ҏ্前にൃ生したものと
はいえ、周ล住ຽに事件の記Աがগなからͣ
ډ、っているとਪଌされる売買不動産には
住に適さないと͡ײることに合理ੑがあると
認められるఔのݏ悪すき৺理తܽؕのଘ
が認められる」とした৺理త瑕疵のଘ否にࡏ
関する判அ、「事件は８年Ҏ্前にൃ生した
もので、事件があった建物はطにऔりյされ
ており、売買࣌点において৺理తܽؕは相当
ఔ෩Խしていたことから、売買金の５ˋ
が相当」とした損害ֹの判அはߟࢀになるも
のとࢥΘれるɻ

とこΖで、本件ࡋ判においては、本人訴ু
としたためか、売主においてे分な反、反
証のఏ出がなされたよ͏にはݟ受けられͣ、
·た、買主ఏ出の不動産業者̖社࡞のՁ格
査定ใ告書における査定Ձ格は、一件のऔ引
事例のΈからಋき出されたもので、市場Ձ格
を本件事故のӨڹにより査定Ձ格の50ˋとし
た判அについても「৺理త瑕疵のҊ件になる
のでྲྀ通ൺ50ˋとしてࢉ出した」とのίϝ
ントがあるのΈで۩体తࠜڌはࣔされていな
いなͲ、信པੑにがݟられるものであり、
ͦのよ͏なे分とはいえないݶられた証ࢿڌ
料のもとで、判அせ͟るをಘなかったとࢥΘ
れる本件判ܾは、前記大ࡋߴࡕの判அにൺ、
৺理త瑕疵のఔについてのݕ౼ਫ਼がे分
ともݟえいことから、特ஈの事があるな
かにおいて判அされた事Ҋと解するのが適当
ではないかとࢥΘれるɻ

（調査研究部主研究員）

064-075_ۛսǻ௵๏ǘȖ01_06.indd   71 2017/03/31   16:26




